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平成２６年４月より保険料が変わります！ 
 

●医療分保険料 

                 所得割額 
                        社保・国保の前年診療報酬に１，０００分の４を賦課       甲種組合員  

※最高限度額 40 万円 

均等割額は変更なし 

ただし、申請により減額される額が変更されます。 

 

均等割額 

                  ８，５００円       ７，０００円 
        新                   旧  

乙種組合員  

 

  均等割額 
乙種組合員 

１１，５００円       ９，５００円 （勤務医） 
        新                   旧  

 

 

●後期高齢者支援金分保険料※ 

      全ての保険者      ３，４００円        ３，２００円 

     （0 歳以上 75 歳未満）            新                   旧  

 

 

 

●介護保険料                   

     第２号被保険者      ３，６００円        ３，４００円 

     （４０歳以上６５歳未満）            新                    旧  

 

 

 



保険料の月額 
 

内     訳 
月 額  種 別 介  護 

（  医 療 給 付 分 ＋ 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 ＋ 介 護  ） 
保険料 

23,000
あり 所得割額+16,000 + 3,400 + 3,600 

+ 所得割額
甲種組合員 

19,400
なし 所得割額+16,000 + 3,400 

+ 所得割額

15,500あり 08,500 + 3,400 + 3,600 
乙種組合員 

11,900なし 08,500 + 3,400  

18,500あり 11,500 + 3,400 + 3,600 
勤 務 医 

14,900なし 11,500 + 3,400  

11,000あり 04,000 + 3,400 + 3,600 
甲乙種家族 

7,400なし 04,000 + 3,400 

 

 

当月分の保険料は、当月の２４日に引き落としとなります。 

（２４日が土・日・祝日の場合は翌営業日） 

保険料の明細書は、月末の発送物に同封いたします。 
 

 

 

 
医療機関の適正受診にご協力ください 

 

国民健康保険から支払われる医療費は、皆様からいただく保険料や国の補助金等で賄われています。

医療費を有効に使うためにも、日頃から次のことにご留意ください。 

 

１．かかりつけ医をもちましょう 
病歴や体質などを把握していてくれるので、効果的な治療を受けられます。 

気になる症状があれば、まずはかかりつけ医を訪ねるようにしましょう。 

 

２．休日や夜間の診療は控えましょう 
急病などのやむを得ない場合を除き、診療時間内に受診しましょう。 

時間外の診察は加算料金が発生します。 

 

３．重複受診はやめましょう 
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が増加するばかりではなく、何度も検査や処置・ 

投薬などを行うので体にも負担がかかります。 

 

４．柔道整復師（整骨院･接骨院）での治療は制約があります 
業務上並びに通勤災害以外で発生した負傷に限ります。 

（急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷、骨折、脱臼、不全骨折） 

 



 

 
健康保険適用除外申請は忘れずに！ 

 注意！！  

事実の発生した日から、５日以内に年金事務所に申請しなければなりません。 

なお、やむを得ない理由により、５日以内に届け出が出来なかった場合は、「５日以内に届出

ができなかったその理由を記載した理由書」の添付が必要です。  

 

 法人事業所・常勤従業員が５人以上の個人事業所 

｢法人事業所｣ 「常勤従業員が５人以上の個人事業所」並びに は、社会保険（健康保険と厚生年

金）の強制適用となります。しかし、健康保険については、「健康保険被保険者適用除外承認申

請」をして承認されれば、組合に加入する(資格継続)ことができます。 

 

 申請の流れ 

 

 

「

「① 資格取得届」等と  
適用除外申請書」を提出  年

金
事
務
所 

事 

業 

主 

組 
 
 

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パートさんの取扱い 

従業員の人数としてパート、アルバイトさんは人数に含める必要はありません。  
しかし、下記に該当する場合は常勤と同じ扱いを受けます。 
 

労働日数 
               １ヶ月の労働日数が常勤の４分の３以上 

労働時間 
               １日の労働時間が常勤の４分の３以上 

 
◎パート証明 

パート、アルバイト扱いの方は、パート証明を提出していただくことになります。 
様式は組合にございますのでご連絡下さい。 
 

パート → 正規雇用、 正規雇用 → パート  となった場合もご連絡ください。 

 

 

 適用除外事業所の資格喪失をされた事業所 

従業員数が４名以下になり､適用除外の資格喪失を年金事務所に提出された場合は、 
必ず組合へご連絡下さい。 

 

② 
「適用除外申請書」に ③ ②の書類を提出 
証明印を押して返送 

⑤ 
（副）をＦＡＸ又は郵送で

④ ②の（副）が交付される 提出 



平成２６年４月２日以降に７０歳の誕生日を迎える方へ 

 
７０歳の誕生日の翌月※から医療費の  

窓口負担が２割になります  

 
（※ただし、各月１日が誕生日の方はその月から２割になります） 

 

 70 歳から 74 歳の方の窓口負担は法律上 2 割となっていますが、特例措置でこれまで 1 割負担とされていました。

平成 26 年度から、より公平な仕組みとするために 2 割負担に見直されることになりました。 

 

 ２６年４月２日以降に７０歳の誕生日を迎える方 

平成２６年４月以降も医療費の 

窓口負担は１割のまま変わりません 
（※平成 26 年 3 月 2 日～4 月 1 日に 70 歳の誕生日を迎える方は、3 割から 1 割になります） 

 対 象 者 
（誕生日が昭和１９年４月２日以降の方） 

 ７０歳の誕生月の翌月（ただし、各月１日が誕生日の方はその月）から 
 ２割となる時期 

例）平成 26 年 4 月 2 日～5 月 1 日に 70 歳の誕生日を迎える方は、5 月の診療から２割負担になります。

 

 一定の所得がある方は、これまでどおり３割負担です ご 注 意 

 

なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70 歳から 2 割負担となる方は、

69 歳までと比べて上限額が下がります。 

 

平成２６年４月１日までに７０歳の誕生日を迎えた方へ 

 

 

 

 

 

 平成２６年４月以降も、引き続き特例措置の対象になります。 

 

 ２６年４月１日までに７０歳の誕生日を迎えた方 
 対 象 者 

（誕生日が昭和１９年４月１日までの方） 
 

 一定の所得がある方は、これまでどおり３割負担です ご 注 意 

 

 なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、この上限額も変わりません。 
（※平成２６年３月２日～４月１日に７０歳の誕生日を迎える方は、６９歳までと比べて上限額が下がります。） 

 
阿蘇ファームランドのお知らせ 

阿蘇ファームランドからの特別優待料金のチラシを同封しております。是非ご覧下さい。 

期間：2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日 

 

                                        
熊本県歯科医師国民健康保険組合      〒860-0863 熊本市中央区坪井 2丁目 4番 15 号 

                                   Tel 096-343-0419   Fax 096-343-0421 


